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衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
外
三
名
提
出
風
疹
予
防
接
種
の
経
過
措
置
延
長
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
。
以
下

「
平
成
六
年
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
風
し
ん
の
予
防
接
種
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
平

成
六
年
改
正
政
令
の
施
行
の
際
平
成
六
年
改
正
政
令
に
よ
っ
て
新
た
に
予
防
接
種
期
間
と
さ
れ
た
生
後
十
二
月
か
ら
生
後
九

十
月
の
期
間
を
超
え
て
お
り
、
か
つ
、
従
来
の
予
防
接
種
期
間
に
達
し
て
い
な
い
者
が
、
風
し
ん
の
予
防
接
種
を
受
け
る
機

会
を
逸
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
、
か
つ
、

十
二
歳
以
上
十
六
歳
未
満
で
あ
る
者
に
対
し
て
、風
し
ん
の
予
防
接
種
を
市
町
村
長
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
該
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
七
月
五
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
公
衆
衛
生
審
議
会
感
染
症
部
会
予
防
接
種

問
題
検
討
小
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
、
「
経
過
措
置
と
し
て
の
中
学
生
の
時
期
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
、
保
健
所
運
営
報

告
に
よ
る
接
種
率
が
全
国
平
均
で
約
五
〇
％
と
な
っ
て
い
る
他
、
一
部
の
地
域
で
は
極
め
て
低
い
接
種
率
で
あ
る
と
の
調
査

結
果
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
風
疹
の
予
防
接
種
を
受
け
な
い
成
人
女
性
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
天
性
風
疹

症
候
群
の
患
者
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、
母
親
や
子
供
一
人
一
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た
今
後
の
少
子
化
社
会
全
体
に
お

一



い
て
も
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
」
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
を
踏
ま
え
て
同
審
議
会
に

お
い
て
行
わ
れ
た
検
討
の
結
果
、
平
成
十
二
年
一
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
予
防
接
種
制
度
の
見
直
し
に
つ
い

て
（
意
見
）
」
に
お
い
て
も
「
平
成
六
年
改
正
の
経
過
措
置
と
し
て
の
中
学
生
の
風
疹
の
予
防
接
種
対
象
者
で
あ
っ
て
、
未

だ
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
を
対
象
と
し
て
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
風
疹
の
予
防
接
種
を
勧
奨
す
る
制
度
的
対
応
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
に
よ
り
、
年
齢
の
上
限

を
撤
廃
し
、
十
六
歳
以
上
の
未
接
種
の
経
過
措
置
対
象
者
に
つ
い
て
も
接
種
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
予
防
接
種
を
受
け

る
機
会
の
確
保
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
経
過
措
置
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
「
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に

つ
い
て
」
（
平
成
六
年
八
月
二
十
五
日
付
け
健
医
発
第
九
百
六
十
一
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
、
「
予
防
接
種
の
実

施
に
つ
い
て
」
（
平
成
六
年
八
月
二
十
五
日
付
け
健
医
発
第
九
百
六
十
二
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
及
び
「
予
防
接

種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
一
月
七
日
付
け
健
発
第
千
五
十
八
号
厚
生
労
働
省

健
康
局
長
通
知
）
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
知
事
、
政
令
市
長
及
び
特
別
区
長
に
対
し
普
及
啓
発
等
を
依
頼
し
て
き
た
と
こ
ろ

二



で
あ
る
が
、
経
過
措
置
期
間
の
満
了
を
前
に
「
経
過
措
置
期
間
内
の
風
し
ん
の
予
防
接
種
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五

年
五
月
二
十
九
日
付
け
健
感
発
第
〇
五
二
九
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
各
都
道
府

県
衛
生
主
管
部
（
局
）
長
に
対
し
、
改
め
て
普
及
啓
発
に
努
め
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
各
都
道
府
県
教
育
委
員

会
に
対
し
て
も
、
「
経
過
措
置
期
間
内
の
風
し
ん
の
予
防
接
種
の
推
進
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平
成
十
五
年
六
月
五
日
付

け
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
学
校
健
康
教
育
課
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
経
過
措
置
対
象
者
に
対
す
る
経
過
措
置
の

周
知
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
経
過
措
置
期
間
内
の
風
し
ん
の
予
防
接
種
推
進
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日
付
け
健

感
発
第
〇
八
二
八
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
衛
生
主
管
部
（
局
）
長

に
対
し
、
未
接
種
の
経
過
措
置
対
象
者
に
対
し
て
個
別
に
通
知
を
行
う
な
ど
の
方
法
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
る
よ
う
、
依
頼

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
風
し
ん
の
予
防
接
種
の
経
過
措
置
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
年
齢
の
上
限
の
撤
廃
や
制
度
の
周
知
に
よ
り
、

国
と
し
て
で
き
る
限
り
予
防
接
種
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、経
過
措
置
期
間
の
延
長
は
行
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
予
防
接
種
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
を
実
施
す
る
市
町
村
長
の
裁
量
に
よ
り
、
実
費
の
全
部
又
は
一

三



部
を
徴
収
し
な
い
例
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
に
お

い
て
は
、
「
予
防
接
種
を
行
つ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
経
過
措
置
対
象
者
の
受
け
る
予
防
接
種
も
含
め
、

予
防
接
種
費
用
の
負
担
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
い
て
、
一
律
に
無
料
で
予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。

（
二
）
に
つ
い
て

予
防
接
種
は
、
予
防
接
種
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
が
、
予
防
接
種
の
効
果
や
必
要
性
及
び
予
防
接
種
後
の
副
反
応

に
つ
い
て
予
防
接
種
を
行
う
医
師
等
か
ら
説
明
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
理
解
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
、

中
学
生
等
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
同
伴
を
原
則
と
し
つ
つ
、
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
保
護
者
の
同
意
が
確
認

で
き
る
場
合
に
は
、
保
護
者
の
同
伴
が
な
く
て
も
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
今
後
、
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
。

（
三
）
に
つ
い
て

四



市
町
村
長
は
、
予
防
接
種
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
予
防

接
種
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
に
お
い
て
も
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
予
防
接
種
を
受
け
る
者
が
居
住
地

の
市
町
村
以
外
の
医
師
に
よ
る
予
防
接
種
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
居
住
地
の
市
町
村
長
が
予
防
接
種
を
受
け
る
者
の
指
定

す
る
医
師
に
対
し
て
依
頼
書
を
発
行
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
当
該
医
師
に
よ
る
予
防
接
種
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。

五


